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本校の部活動の在り方について
～部活動を消滅させないために～

校⾧ 八尋崇

はじめに
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国が考える準備期間の3年間

令和8年

～10年

• 改革実行期間（前期）

• 現在未着手の地方公共団体も確実に休日の地域展開等（※）に着手

令和11年

～13年

• 改革実行期間（後期）

• 令和１３年度までの休日部活動の原則地域クラブ化、平日は各種問題を解決しつつ更なる改革を推進を目指す

令和13年

以降

• 新学習指導要領全面実施

• 文部科学省の「働き方改革指針」および「地域移行ガイドライン」に基づき、休日の活動は地域へ移行し、平日の指導も「希望する教員」
と「外部指導員」による体制に移行することが国の方針となっている。

• ※ただし、令和７年９月の教育課程企画特別部会による「論点整理」及び令和７年度審議会議事録上、記載はなし。

NEW

※地域展開等
地域連携（部活動への外部人材の活用）と地域展開（地
域クラブ化）という部活動改革の２つの方向性

部活動の法的根拠

•法的には義務付けされていない

•学習指導要領では「学校の判断で教育活動として認めて
いる自主的な活動」とされている。
※ 東京都では都立学校に対して、教育活動の一環として設置及び運営をすると記
している。

生徒の自主的な活動を教員の
献身的な勤務で支えてきた
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文部科学省では、令和8年
度から新たに「改革実行期
間」がスタートすることを
踏まえ、将来にわたる生徒
のスポーツ・文化芸術活動
の機会の確保・充実等を図
るため、部活動改革及び地
域クラブ活動の推進等に関
して、国としての考え方を
示すものとして、新たに
「部活動改革及び地域クラ
ブ活動の推進等に関する総
合的なガイドライン」を策

定しました。

スポーツ庁HPより

改革実行期間内に、原則、
休日は全ての学校部活動
において地域展開の実現を
目指す

※現時点で着手していない
地方公共団体においても、
前期の間に確実に休日の
地域展開等に着手
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学校の働き方を踏まえた部活動改革
（令和2年9月）

部活動の設置・運営は、法令上の義務とし
て求められるものではなく、必ずしも教師が
担う必要のない業務と位置付けられている。
・教師の勤務を要しない日（休日）の活動を
含めて、教師の献身的な勤務によって支えら
れており、⾧時間勤務の要因であることや、
特に指導経験がない教師には多大な負担と
なっているとの声もある。
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平日の練習を１７時１５分までとし、活動内容の充実を図る
※ 部活動指導員が指導する場合は１９：００を上限とする

• 限られた時間で集中して取り組む「質の高い活動」への転換

土日の活動を必要な試合と大会参加に絞る

新１年生の卒業までは、この状態を維持する

部活動の新規募集の停止について

部活動の種類等については、その年の教員の配置状況によって変化する。

学級の増減による教員数の変化や専門性のある教員の異動に伴う、活動の安全性
を担保できない場合。

昨年度の部活動新規募集停止は、４月の生徒向け部活動説明会で発表した。（全
国同じ状況）

今年度は、少しでも早くお伝えできるよう通知に記載した。

生徒の命と安全を守ることが学校の最優先事項です
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今後の展開

•部活動の地域への移行を円滑の行うため、可
能な部活動からクラブチームへの移行を検討
している。

•現状、３つの種目において、コーチ監督の依
頼、事業団との連携を進めている。

NEW

次のページ

地域クラブ

•

•
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「地域で子どもを育てる」パートナーシップのお願い

• 部活動における「保護者からなる後援会」の設立

メリット
〇 部活動終了時刻の１７時１５分にと

らわれず、活動ができる。
〇 学校の制限なく、ユニフォーム等を

作ることができる。
〇 学校所属の地域クラブの場合は、学校施設
を優先して使用することができる。

デメリット
〇 後援会における役員を決定する。

〇 私費により運営をする。

※具体的な負担については今後丁寧に協議していく

生徒たちの「やりたい」を、学校・家庭・地域がチームになって支える新体制へアップ
デートするための準備です。部活動が成り立たなくなる前にみんなで支えていく基盤づく
りと考え、ぜひ賛同していただけますようお願いします。

部活動を「地域ク
ラブ」化した場合

結論

原則令和１０年までの３年間は、部活動として公式戦に参加する。

３年間は、１７：１５までの教員が指導する部活動と、部活動指導員や地域ク
ラブ指導員による準部活動のハイブリッドで活動する。

令和９年までは、すべての活動を部活動とみなし備品等も学校で準備をします。
令和１０年からは、地域クラブへの移行を本格化します。
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今後の部活動 ２つの形態の選択について

令和８年４月の各部活動保護者会にて「保護者会」を立ち上げていただき、
競技の特性やご家庭の意向を考慮し、方向性を考えていきます。

•女子バレーボール部

•女子バスケットボール部

•男子バスケットボール部
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～学校部活動と地域クラブの連携によるハイブリッド型部活動運営について～

【活動スケジュール（案）】

★地域クラブは活動費徴収が必要になります。
＜固定費＞
指導報償費、活動物品費、西池中以外の会場費
＜大会参加の場合＞
東京都バレーボール連盟チーム登録費、個人登録費、大会参加費

• 【大会参加について】

• ①公式戦（中体連主催等）は「学校部活動」として参加。監督は顧問。

• ②地域クラブチームとして各種大会に参加。
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★これまでの部活動と同様に、備品や大会参加費は公費で賄う。
＜私費徴収をする場合＞
指導報償費が区の規定する時間を超えた場合、超過分を生徒数で割って徴収することがあります。

★２年間（令和９年まで）部活動と同様に、備品や大会参加費は公費で賄う。

＜私費の徴収＞ 【固定費】指導報償費、活動物品費、西池中以外の会場費

＜令和１０年以降大会参加＞東京都バスケットボール連盟チーム登録費、個人登録費、大会参加費
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1. なぜ今、「地域クラブ」が必要なのか？

豊島区の規定によると、単純にクラブチーム化すると体育館や校庭は一般団体との抽選になり、
子供たちが使えなくなる恐れがあります。

2. 保護者の仕事が増える？

部活動から「地域クラブ活動」への進化
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「地域クラブ」を設置した場合の活動場所や会費

活動時間と場所

•平日： 17:15 ～ 19:00（週2～3日）

•休日：土・日のいずれか（練習または対外試合）

•場所：西池袋中学校体育館・校庭・各教室（校⾧判断により優先確保）

会費（受益者負担の原則）

•入会金： 3,000円（スポーツ安全保険料、事務手数料含む）

•月会費： 3,000円～ 5,000円程度（種目により変動）

•※遠征費、ユニフォーム代、大会登録費は別途実費。

•※経済的配慮が必要な家庭への補助制度を検討中。

指導体制

• 各種目の専門資格や指導実績を持つ「部活動指導員等」がメインコーチを務めます。

• 本校教員は、希望者が「地域スタッフ（兼職）」として関わる場合がありますが、平日の17:15以降および休日の責任者は部活動指導員となります。

最後に

令和８年度の部活動については、このように進めて参ります。
また、各部活で立ち上げた後援会（保護者）と各部ごとに方向

性を考えて参ります。
なお、豊島区教育委員会の方針が決定次第、またそこに合わせ

て部活動の在り方について保護者の皆様と一緒に考えて参ります。


